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Ⅰ 平成 30年分における相続税の申告事績の概要 

 

Ⅱ 参考計表 

 １ 被相続人数の推移 

２ 課税割合の推移 

３ 相続税の課税価格及び税額の推移 

４ 相続財産の金額の推移 

５ 相続財産の金額の構成比の推移 

 

 
 

【報道発表資料】 
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平成 30 年分における被相続人数（死亡者数）は 14,492 人（前年対比 100.7％）で

した。そのうち相続税の申告書の提出に係る被相続人数は 617 人（同 101.5％）で、

その課税価格の総額は 673 億 1,700 万円（同 98.0％）、申告税額の総額は 57 億 6,100

万円（同 103.7％）でした。 

 

➢ 相続税の申告事績 

 

 
 

(注)１  平成 29 年分は、平成 30年 10 月 31 日までに提出された申告書（修正申告書を除く。）データに基づき作成している。 

  ２  平成 30 年分は、令和元年 10月 31日までに提出された申告書（修正申告書を除く。）データに基づき作成している。 

   ３  「被相続人数（死亡者数）」は、厚生労働省政策統括官（統計・情報政策担当）「人口動態統計」のデータに基づく。 

   ４  「課税価格」は、相続財産価額に相続時精算課税適用財産価額を加え、被相続人の債務・葬式費用を控除し、さらに 

相続開始前３年以内の被相続人から相続人等への生前贈与財産価額を加えたものである。 

５  各年分とも、本書は相続税額のある申告書に係る計数を示し、外書は相続税額のない申告書に係る計数を示す。 
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（注）１ 「課税価格」は、相続財産価額に相続時精算課税適用財産価額を加え、被相続人の債務・葬式費用を控除し、 

相続開始前３年以内の被相続人から相続人等への生前贈与財産価額を加えたものである。 

２ 上記の計数は、相続税額のある申告書（修正申告書を除く。）データに基づいて作成している。 

１ 被相続人数の推移 

２ 課税割合の推移 

３ 相続税の課税価格及び税額の推移 
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（注）上記の計数は、相続税額のある申告書（修正申告書を除く。）データに基づき作成している。 

 

 

 

 

（注）上記の計数は、相続税額のある申告書（修正申告書を除く。）データに基づき作成している。 

４ 相続財産の金額の推移 

５ 相続財産の金額の構成比の推移 


